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まえがき 

 

 農政の大転換からＴＰＰ交渉の合意等にまで至る、様々な激動の環境の中、鳥取県農

業も再興に向けて新たな一歩を踏み出そうとしている。国は「農林水産業・地域の活力

創造プラン（平成 25 年 12 月）」を作成し農業所得の倍増を唱い、ＴＰＰ対応として国

内農業の競争力強化を掲げているが、鳥取県としても１０年後の本県農業の姿を描きこ

れに向かって関係機関が連携協力しながら一体で進めるための「鳥取県農業活力増進プ

ラン（平成 27 年 3 月）」を作成、本県農業の強みを活かしながら産地の競争力アップを

着実に進めるよう、取り組みを開始したところである。  
当プ ラ ン は １ ０ 年 後 に お い て も 本 県 農 業 の 活 力 を 維 持 し 、 新 た な 展 開 を 生 み

出 す 施 策 を 推 進 す る た め の 羅 針 盤 と し て 策 定 し て い る が 、一 方 で 、農 地 や 農 村

が 育 ん で き た 恵 み と 命 を 次 世 代 に つ な げ て い く こ と も 重 要 と の 認 識 か ら 、県 内

の 生 産 者 の 皆 様 と と も に 実 行 し て い く プ ラ ン と し て い る 。  

 農 業 改 良 普 及 員（ 普 及 指 導 員 ）は 、そ の 特 徴 で あ る 農 業 者 と 直 接 接 す る 活 動

に お い て 普 及 教 育 的 な 手 法 を 駆 使 し 、自 主 的 に 経 営 や 技 術 の 改 善 に 取 り 組 む こ

と が で き る 農 業 者 の 育 成 、 す な わ ち 農 業 者 の 自 立 を 支 援 し て き た と こ ろ で あ

り 、今 後 も 先 の プ ラ ン に 基 づ い て 現 地 の 生 産 者 の 皆 様 と と も に 農 業・農 村 の 発

展 を 目 指 す も の で あ る 。  

引 き 続 き 農 業 改 良 普 及 員（ 普 及 指 導 員 ）は 、農 業 者（ 農 業 経 営 体 ）に 対 し 先

進 技 術 を 指 導 す る「 ス ペ シ ャ リ ス ト 機 能 」と 関 係 機 関 の 連 携 を 促 す「 コ ー デ ィ

ネ ー ト 機 能 」を 発 揮 し な が ら 、地 域 農 業 振 興 の た め の 課 題 を 見 出 し 、改 善 に 向

け た 提 案 ・ 計 画 活 動 を 行 う こ と を 通 じ て 、生 産 か ら 加 工 、流 通 及 び 販 売 を 総 合

的 に 支 援 す る こ と が 重 要 で あ る 。  

 
 以上を踏まえ、農林水産省が制定した「協同農業普及事業の運営に関する指針」（平

成２７年５月）に基づいて、平成２８年度から今後概ね５年間の本県における普及事業

の実施に関する基本的な方針を定めるものとする。  
 
 なお、今回定める方針の前回からの主要な見直しポイントは以下の通りである。  
○県の普及活動が対象とする主要課題を明確化、また「鳥取県農業活力増進プラン」を

着実に進行するための普及活動の連動性を明記した。  
○地域振興のビジョンを地元と共有しながら、その発展的な計画に基づく支援を行う。  
○多様な担い手育成を最重要のテーマと考え、関係機関と連携しながら普及活動の機能

を最大限に発揮し実現できるよう、目標に掲げた。  
○普及活動の高度化をより一層進めるため、活動手法の中に情報通信技術（以下、ＩＣ

Ｔと表記）等を導入することを唱い、効果の高い普及活動の実現に向けた検討を進める

こととした。  
○先進農業者との連携を進め、また活用できる民間活力の導入を検討しながら、独力で

は解決しがたい現場の課題に関しても、より的確に対応できる様に工夫を続ける。  
○総合支援班と加工流通・農業労働（「生活」から改称）班との業務の整理、また、広

域活動のため配置されている花き特技普及員と野菜特技普及員の業務連携のあり方、農

業経営支援に当たる普及活動のあり方、等をあらためて明確にした。  
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第１ 普及指導活動の課題  

 本県の普及事業は、本県の農業施策の基本となる「鳥取県農業活力増進プラン」に基

づき、農業者等の要望に沿った普及指導活動を展開する。そのため、農業改良普及所（農

業改良助長法第１２条に規定する「普及指導センター」）は所管地域の実情に即した課

題や普及対象を設定し、関係機関と緊密に連携し、効率的かつ効果的な普及指導活動を

行う。 

 

１ 本県普及指導活動の基本的な課題  

本県の普及指導活動に向けた基本的な課題は次のとおりとし、支援の内容を別表に

示す。 

（１）新たな担い手の育成・確保および担い手農業者等の経営発展 

（２）多様なニーズに即した農畜産物等の安定生産と産地育成 

（３）地域農業の振興と農村地域の活性化 

（４）持続可能な農業生産の推進 

（５）食の安全・安心の確保 

 

２ 普及指導活動の対象  

  普及指導活動の対象については、新規就農者および就農希望者、生産組織、経営改

善に意欲的に取り組む農業者（認定農業者、農業法人、６次産業化志向農業者、農業

への参入企業、集落営農組織等）、新たな農業の展開を目指す者（有機・特別栽培等

持続可能型農業に取り組む農業者、新規作物を導入する農業者等）、経営参画に意欲

的な女性農業者に併せ、地域農業の振興に取り組む組織等とする。 

  

３ 本県普及指導活動の重点支援事項  

    第１の１に掲げた本県の普及指導活動の基本課題において、本県施策を踏まえ重点

的に推進する事項は次のとおりとし、積極的取り組む。  
（１）地域農業の振興と農村地域の活性化  
（２）関係機関と連携した新規就農希望者および新規就農者への総合的支援  
（３）女性の能力発揮支援、経営参画支援  
（４）６次産業化等の取り組みによる収益向上 

 

第２ 普及指導員等の配置に関する事項  

１ 普及指導員等の配置  

  農業者ニーズの高度化・多様化に対応し、役割分担による効果的な普及指導活動を

実施するため改良普及員（普及指導員）等を配置する。 

（１）改良普及員（普及指導員）  
改良普及員を農業改良普及所に置き、直接農業者に接して農業生産方式や農業経営

の改善、農業労働改善、６次産業化支援、新規就農支援及び調査研究等を行う。 

（２）専門技術員（農業革新支援専門員）  
専門技術員（農業革新支援専門員）を農業振興戦略監とっとり農業戦略課研究・普

及推進室に置く。運営指針に基づき先進的な農業者に対する支援を強化するため、高

度かつ専門的な技術や経営に関する相談に対応する農業革新支援センターとして研

究・普及推進室を位置付ける。また、高度な専門性を有し、研究機関、教育機関、行
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政機関等との連携強化による専門技術の高度化や政策課題への対応、改良普及員等の

専門分野ごとにおける普及指導活動の総括・指導、先進的な農業者等からの高度かつ

専門的な個別相談、支援対応等を担う。 

 

２ 普及指導員等の在任期間  

    改良普及員等の在任期間については、地域の実情を踏まえ、且つ農業者との信頼関

係を維持しつつ継続的な普及指導活動を推進するという観点から、同一普及所で原則

として概ね５年間程度継続して従事できるよう努める。 

  また、専門技術員等についても、改良普及員等との一体的活動が効果的に実施でき

るよう一定の在任期間の確保に努める。 

 

第３ 普及指導員等の資質の向上に関する事項  

    農業振興戦略監とっとり農業戦略課研究・普及推進室は、改良普及員等の資質が継

続的に研鑽されるよう、普及指導員の目指すべき人材像、求められる資質、人材育成

に向けた取組方針及びその推進体制等を定めた「鳥取県普及研修基本計画（普及指導

員等人材育成計画）」策定する。概ね５年間における改良普及員等の研修及び各年度

の研修実施計画を示し、これを基に研修を実施する。  
 
１ 向上を図るべき資質  

改良普及員及び専門技術員の生産技術・経営指導能力（スペシャリスト能力）をは

じめ、関係機関等との連携のもとに課題解決を図る能力（コーディネート能力）、総

合的な課題解決能力（企画運営能力）の向上を図る必要がある。  
また、普及指導活動の手法（新規就農者から先進的な農業者に至るまでの多様な農

業者に接しコミュニケーションを図る手法、地域内外の幅広い関係者と連携を構築す

る手法及び地域農業について将来の展望に基づいた戦略を立案する手法等）について、

計画的かつ継続的に習得させるものとする。 

 

２ 資質向上の方法  

研修計画に基づき、自己研修及びＯＪＴ（On the job training）を基本に研修を

充実・強化するとともに、最新のＩＣＴ等も効果的に活用しつつ、計画的に集合研修

や国等が行う研修への派遣を実施する。 

（１）自己研修及びＯＪＴの推進 

  農業・農村に対して常に問題意識を持ちながら、改良普及員等自らが普及指導活動

を行う上で必要な新技術や新知識を習得し、自己能力の開発・向上を目指す。そのた

め、各農業改良普及所で自己研修及びＯＪＴを実施する。実施に当たっては、研修総

括担当者（次長等）及び農業改良普及所長を中心とした支援体制を強化するとともに、

専門技術員等も必要な支援をする。また、必要に応じて職員人材開発センターや民間

機関等も活用する。 

（２）集合研修等の強化 

  実施に当たっては、各農業改良普及所の職員の現状の能力を把握し、本人の意向等

を踏まえとっとり農業戦略課研究・普及推進室と協議する。とっとり農業戦略課研究・

普及推進室は各農業改良普及所と調整し、農業関係機関はもとより職員人材開発セン

ターや他部局組織や民間機関を積極的に活用した研修を計画する。併せて、国の研修
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も活用しつつ普及指導員等の資質向上を図る。また、普及方法、販売やマーケティン

グ、労働の効率化などについての資質向上も図っていく。 

    また、資質及び意欲の向上を図るため、課題解決のために取り組んだ調査研究等の

成果や普及活動事例等を、改良普及員及び専門技術員が相互に交換する機会を設ける。 

（３）幅広い職務経験の必要性 

   普及指導員等の知識・技術の向上と、幅広い視野に立った総合的な能力の向上を図

る観点から、一定の在任期間を確保しつつ試験研究機関、農林水産部各課、他部局等

の幅広い職務を経験させるよう努める。 

（４）普及指導員資格者の確保 

  普及指導員として必要な力を身につけるため、受験資格を有する者に対し「普及指

導員資格試験」の受験を推進し、有資格者の確保に努める。 

 

第４ 普及指導活動の方法に関する事項  

１ 普及指導活動における課題と対象の重点化  

  普及指導活動を効果的且つ効率的に実施するため、農政の展開方向および地域の実

情に沿って、必要性および緊急性の高い課題から重点化する。  
地域の支援対象は、第１の２に掲げた者のうち、経営改善に意欲的取り組む農業者に

重点化する。また、支援対象が取り組む経営改善や新たな取組等が軌道に乗るまでの

一定期間を重点的に支援する。 

  重点化に当たっては、地域の農業者、関係機関、団体等の意見を聴き、これらとの

役割分担を明確にする。 

 

２ 農業改良普及所の配置と活動体制  

（１）農業改良普及所の配置 

   効率的な普及活動を地域で展開するため、農業改良普及（支）所を各地方事務所

に設置する。  
（２）活動体制 

   各農業改良普及所は各特技（作物、野菜・花き、果樹、畜産、加工流通・農業労

働）の専門班を編成し、必要に応じて、複数の農業改良普及所に所属する広域活動専

門の担当者を配置する。  
加工流通・農業労働班については、農産物の加工・販売及び農業労働などの特技

分野の支援を行う。また、総合支援班（担当）については、担い手育成全般にかかる

対応を一元化した窓口と位置づけ、新規就農や６次産業化の推進等、ニーズや重要性、

複合性の高い分野にも総合的に支援する。 

 集落営農、農業法人、認定農業者及びこれらを志向する農業者の支援や、地域農業

の振興課題等、専門班をまたがる活動については、主に総合支援班（担当）でプロジ

ェクトチームを編成して対応する。  
専門分担方式を基本としつつ、地域農業の課題について対応するため担当地域に

ついても分担を明確にして活動する。 

市町村や農業団体等との連絡調整を行う市町村窓口担当を配置する。 

また、農（林）業振興課との連携の下に市町村等の単位で連絡会議を設け、地域

農業の振興課題について関係機関と情報交換を密に行う。  
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（３）農業改良普及所の業務内容と進め方 

   農業改良普及所長は、普及活動が効率的かつ効果的に展開できるように、地方事

務所内、市町村、ＪＡ、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構等との連携強化

を率先して行い、職員にも関係機関との連携を促しながら所全体の調整に努め、業務

を総括する。 

      改良普及員等は、現場で直面している技術的、経営的な課題の解決や、開発され

た新技術等の早期普及を図るため、調査研究を行いながら業務を進める。また、巡回

指導、展示ほの設置、講習会の開催その他の手段により、直接農業者に接して技術及

び知識の普及指導を行う。各担当地域の実態を把握し、特技内や特技間の連携・情報

共有を密にしつつ、関係機関との役割分担を行い、全体をコーディネートして普及活

動を効率的かつ効果的に展開する。  
   基本的な課題ごとの活動上の留意点については別表のとおりとするが、活動に当

たっては特に関係機関との連携について留意する。 

   また、別表に示したもののほか、食育活動、農産物・加工品のマーケティング等、 
地域農業の活性化に必要と思われる活動を行う。  

（４）その他普及活動上の留意点 

ア 一般的な技術指導については、農業協同組合の行う営農指導との役割分担を明確

にし、必要に応じて対応する。 

イ 村づくり、男女共同参画、地産地消など地域課題は、市町村、県民局等が主体的

に対応する。しかし、地域の実情に応じ要請等で支援が必要である場合は関係機関

と協力して、普及活動を行う。 

ウ 家族経営協定、認定農業者制度や男女共同参画等関係機関の業務と関係のある活

動については、関係機関との役割分担と連携を図りながら取組む。 

エ 普及活動の実施に当たっては、支援対象・内容について農業協同組合、市町村等

と十分話合いを行い、農業者等への支援対応にすきまを生じさせないよう役割分

担等を事前に行う。  
 
３ 研究・普及推進室の設置と活動体制  

（１）研究・普及推進室の設置 

農業振興戦略監とっとり農業戦略課の中に研究・普及推進室を設置する。  
（２）活動体制 

   専門技術員は、普及方法、作物、野菜、花き、果樹、畜産、加工流通・農業労働、

土壌肥料、病害虫、農業経営に関する高度で先進的な専門技術を分担して、改良普及

員の活動を支援する。また、専門技術員等は農業革新支援専門員として、生産工程管

理・農作業安全、持続可能な農業・鳥獣害、担い手育成、土地利用型作物、園芸、畜

産、普及指導活動の７分野について担当する。専門技術員は、改良普及員に対する迅

速で的確な支援を行うため、農業改良普及所ごとに窓口担当を設け、効率的な情報の

収集と伝達に努める。  
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（参考）専門技術員と農業革新支援専門員の対比表 

農業革新支援専門員の区分 専門技術員の区分 農業革新支援専門員の区分 専門技術員の区分

生産工程管理・農作業安全
加工流通・農業労働、
ほか適宜担当

園芸 果樹、野菜、花き

持続可能な農業・鳥獣害
土壌肥料、病害虫、
ほか適宜担当

畜産 畜産

担い手育成 農業経営、ほか適宜担当 普及指導活動 普及方法

土地利用型作物 作物

 
（３）研究・普及推進室の業務内容と進め方 

  ア 改良普及員等に対する支援 

  （ア）効率的、効果的な普及課題の解決を図るため、普及計画の樹立、普及活動の

実施、活動実績の確認と評価に対して適切な支援を行う。 

  （イ）改良普及員等の資質向上を目的とした研修を実施する。また普及所が行う調

査研究、現地試験手法やＯＪＴの支援も行う。 

  イ 農家に対する直接指導 

     解決が困難で高度な課題については、普及所や試験研究機関等との連携をは

かりながら、直接農業者に対して課題解決に向けた普及支援活動を行う。  
ウ 重点プロジェクト活動 

地域全体の収益性向上や新技術の導入等を推進するなどの課題については、チ

ームを編成し、改良普及員等と連携して解決に当たる。 

  エ 関係機関との連絡調整 

   (ア）専門項目に関する試験研究機関・大学等の研究成果を把握し、改良普及員等

に迅速に情報提供する。また、現場のニーズ把握に努め、試験研究の課題とす

べき事項について試験研究機関に伝達する。 

（イ）農業改良普及所や関係機関、団体等の意向を把握し、普及事業の適切な運営

に反映させる。併せて、関係機関等に意見や方策を提案するなど連携を図る。  
（ウ）農家や農業協同組合等との連携による「地域を支える元気な農林水産業」の

実現と国への施策提言、支援施策に対するコスト感覚に基づいた効率的なサポ

ート及び農業を活性化させるための試験研究の促進及び普及指導活動の充実を

図るため、農家・農業協同組合等、市町村、県関係行政部局との情報共有を進

める。 

  オ 調査研究の実施 

     技術的、経営的な課題の解決や、開発された新技術の早期普及を図るため、

専門項目についての調査研究を実施する。 

  カ 普及指導活動におけるＩＣＴ等先進技術の導入推進 

     広域活動を行う専門技術員と各地域における改良普及員の連携活動が、より

高度で効率的な成果を求められる中で、ＩＣＴに代表される様なより先進的な

システム機器等の導入に関し、積極的に検討を進め推進を図る。 

 

４ 農業大学校等における教育・研修の充実  

  次代の農業・農村の担い手のための農業者研修教育施設として、学生教育の充実に

加え、就農志望の明確な社会人等に対し農業技術や知識の習得のための実践的研修を
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充実する。このため、教育・研修内容や体制のより一層の充実を図るとともに、関係

機関、団体等との連携を密にすることにより、就農に向けたより現場を踏まえた支援

を行う。 

  併せて、一般県民に開かれた農業者研修施設として、県民の農業理解の推進を目的

とした幅広い教育・研修活動を行う。 

（１）学生教育 

  ア 学生教育では、養成課程農業経営学科を設置し、その中に果樹、野菜、花き、

作物、畜産の５つの専攻コースを設ける。 

  イ 養成課程農業経営学科は修業期間を２年とし、生産から加工・販売までの専門

的な知識、技術を体系的に教育する。 

  ウ 養成課程農業経営学科では、社会人特別入学制度を導入し、従来の新規学卒者

のみならず、就農を希望する社会人経験者も育成の対象とする。 

  エ 就農を希望する学生に対して、農業改良普及所等の関係機関、団体との連携を

強化し、雇用就農を含めた円滑な就農を支援する。  
（２）研修活動 

  ア 就農を希望する社会人等を対象に、研修課程を設置し、１年以内の修業期間で、

就農に必要な知識と基本技術を実践的に研修する。 

  イ 研修課程では、研修生の実情に応じた段階別カリキュラムのもとで実習主体の

研修を実施し、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構、農業改良普及所、

市町村等との連携のもと、就農を支援する。 

  ウ 一般の農業者に対しては、農業機械などの研修の場を提供し、農業者としての

資質向上を支援する。 

  エ 一般県民に対しては、農業に対する関心や理解を深めてもらう目的で、農業体

験等の研修や講義の聴講を受け入れ、農業理解の場を幅広い世代に提供する。 

  オ 国際研修では、環日本海交流を始めとする国際化に資するため、農業技術の研

修を目的とした外国人研修生を受け入れ、外国人研修生との交流を通して学生・

一般研修生や県民の国際協力の意識醸成を図る。  
（３）農村青年等への支援 

   農業改良普及所は農業大学校と連携し、次代を担う農村青年の技術力及び経営管

理能力の向上に関する主体的な活動支援をする。  
（４）学校教育との連携 

   農業改良普及所及び農業大学校は教育機関等との連携を図り、農業高等学校等の

生徒に対して就農及び農村地域の担い手育成のための支援を行う。 

 

５ 試験研究機関等との連携強化  

  高度化、多様化する農業者等の要請に対応した技術開発や技術普及の迅速化を図る

ため、専門技術員等が中心となって普及組織、試験研究機関、大学及び民間機関等と

一層の連携を強化する。 

（１）幅広い試験研究成果の普及 

農業改良普及所の情報提供や現地の実証・展示ほ等を活用して、試験研究機関で

開発された技術の迅速な普及に努める。また、開発技術が部分技術の段階であって

も、現場での適応性の評価や体系化を行い、技術開発と普及のスピードアップを図

る。  
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（２）現地課題の迅速な解決 

   現地が解決を求める課題を、随時試験研究機関に伝達し、試験研究課題に反映さ

せる。また、現地で発生する高度、複雑かつ緊急な課題については、試験研究機関

の現地活動への参加を促し、密接な連携のもとに速やかな解決を図る。 

 

６ 県関係行政部局や市町村等と連携した支援体制の構築  

    改良普及員等の普及指導活動が効果的、機動的に実施され、農業者が積極的に経営

改善や地域の活性化に取り組めるようにするため、県関係行政部局や市町村等と十分

に連携し、農業補助奨励施策とあわせて農業者に働きかけるよう努める。 

  また、農業者の生の声をもとにして農業補助奨励施策が実施されるよう、普及指導

活動の過程で収集した農業者の動向や意見などの情報について、随時県関係行政部局

や市町村等に伝達する。 

 

７ 民間専門家等の活用  

  農業経営の高度化や法人化等の進展に伴って要請が高まっている税務・労務管理、

マーケティング、ＩＣＴ活用、加工品開発等の専門分野については、改良普及員及び

専門技術員等が基礎的な知識を備えるとともに、必要に応じて民間専門家の活用を促

進する。 

   また、農業者からの専門的な技術、地域農業振興などの要望に対しては、新技術の

実践や青年農業者の育成等を行う指導農業士等先進的農業者を普及指導協力員とし

て、その協力を得て効率的な普及指導活動に当たる。 

 

８ 普及指導活動の計画、実施、評価  

  農業改良普及所は、農業者が行う問題解決の支援、農業者や地域のニーズに即した

活動、施策誘導課題を計画的に実施するため、向こう５年間の活動の基本方針や目標

を普及指導計画として策定する。 

    また、それらを実現するために毎年度の活動計画を作成して、計画的、継続的に実

施する。 

    さらに、期待される成果が上げられたか否か評価・公表し、普及指導活動の改善、

向上を図る。 

（１）普及指導計画の策定 

   地域のニーズや課題、施策方向を十分把握し、農業者や地域の意見を聴くととも

に関係機関と調整しながら以下の計画を策定する。 

  ア 普及指導計画総括表 

    普及指導計画総括表には、向こう５年間の所管区域内における普及指導活動の

基本方針、活動体制等を記載する。 

  イ 普及指導基本計画 

    普及指導基本計画は、５年後の姿を目標として課題を決定し、目標に到達する

ために必要な普及指導内容をとりまとめる。目標に対する進捗状況、地域の実情

の変化に応じてその都度見直しを行う。 

  ウ 普及指導年度計画 

    普及指導年度計画は、普及指導活動を計画的、継続的に実施するため、普及指

導課題を決定して、普及指導内容等を作成する。  
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（２）普及指導活動の実施と運営 

   普及指導活動を計画的に実施するため、農業改良普及所長を中心として次の事項

に留意して取り組む。 

  ア 総括責任者の配置 

    農業改良普及所長は、次長(普及主幹）と共に普及指導年度計画を管理運営する。 
専門班長及びプロジェクトチームリーダーは、専門班やプロジェクトチームの

普及指導活動を総括する。 

  イ 進捗状況の把握 

 普及指導年度計画の推進に当たっては、内部打合会などにおいて進捗状況等を

確認するとともに、普及指導活動が計画的に進められるよう努める。 

  ウ 中間検討会の開催 

    年度の中途において普及指導活動の中間検討会を行い、その後における普及指

導活動に役立てる。 

  エ 活動記録の作成と活用 

    普及指導活動の継続性を保持し、関係改良普及員の共通認識を図るため、課題

または必要に応じて経営体ごとに活動経過及び活動結果などをまとめ、保管及び

活用する。  
（３）普及指導活動の評価 

    普及指導活動を的確かつ計画的に進めるため、活動に対する評価を行う。   

  ア 各普及（支）所における普及指導活動実績検討会（内部評価）の開催 

       普及課題ごとに普及指導の経過、普及対象の物的・質的変化、到達目標に対す

る実績、残された問題点等を取りまとめ、効果測定及び評価を行う。 

  イ 農業改良普及事業評価検討会（外部評価）等の開催 

    (ア）各普及（支）所段階  
各普及（支）所では、各地域における「農業改良普及推進協議会」の役割を  

担うものとして委員を選定し、普及指導活動の課題、普及方法、関係機関との

役割分担、活動成果等に関する幅広い視点からの、客観的な評価の参考となる

ような意見・要望を聞く会（「地域の意見を聞く会」）を開催する。得られた意

見・要望は、次年度以降の普及指導活動に十分に反映させ、普及指導活動の改

善に努める。 

委員の構成は、普及対象である農業者等、生産部会代表者、地域代表者、市

町村担当者、農業協同組合担当者等とする。 

    (イ）研究・普及推進室段階  
（ア）に加えて、本県の普及指導体制、全体的な課題設定の考え方等、必要と  

される農業施策に関連して、効果的で効率的な普及活動が実施できているかの  
視点から外部評価会を実施する。毎年度、各普及（支）所の主要課題から１～  
２課題を選定し、評価対象とする。得られた評価結果は、普及指導の計画活動  
のみならず活動体制にも十分に反映できるよう、改善に努める。 

なお、外部評価委員の構成は、農政や普及指導活動に精通した学識経験者、  
県内における指導農業士等先進的農業者（女性または若手を含む）、農業団体  
や民間企業、消費者、報道機関の代表者等とする。  
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ウ 普及指導活動成果、外部評価結果の発表 

研究・普及推進室は、普及指導活動の成果、外部評価結果をインターネット等

により積極的に公表しＰＲに努めると伴に、同成果の他地区への普及に努める。 

 

第５ 協同農業普及事業の実施に関する関係機関との連携等  

１ 市町村、農業委員会との連携  

    地域農業の振興を図るため、市町村の要請に応じて技術的な課題や計画策定等に対

する助言や支援を行う。また、農業生産力の増進及び農業経営の合理化支援の役割を

持つ農業委員会や市町村とも連携を図り、役割分担して農業振興が円滑かつ効果的に

推進できるよう支援する。 

 

２  農業協同組合との連携  

    農業協同組合は、地域農業の振興と密接に関連した立場にあり、また、営農指導や

流通販売に大きな役割を果たしている。そのため、農業協同組合の行う事業と連携し、

役割分担して農業者の支援に当たる。また、農業協同組合に属する営農指導員等の資

質向上に対し、必要に応じて協力する。 

   
３ 地域農業再生協議会等における活動  

    農業改良普及所は、「市町村地域農業再生協議会」の構成員となり、市町村、農業

委員会、農業協同組合等との役割分担を明確にして、認定農業者や集落営農などの担

い手の確保と、担い手の効率的かつ安定的な農業経営実現と発展等「人と農地の問題」

の解決への支援に取り組む。 

 

４ 鳥 取 県 農 業 農 村 担 い手 育 成 機 構 との連 携  

  農業改良普及所・農業大学校は、担い手の研修及び育成について公益財団法人鳥取

県農業農村担い手育成機構と連携して実施する。  
農地集積・農地中間管理についても農地中間管理機構である公益財団法人鳥取県農業

農村担い手育成機構と連携して「人・農地の問題」の解決への支援に取り組む。 

 

５ 金 融 機 関 との連 携  

農業改良普及所は、新規就農者や担い手の資金活用について、農業協同組合、日本政

策金融公庫等の金融機関と情報共有しながら支援する。 

 

６ その他 機 関 との連 携  

（１）県域を越える広域的な課題に対しては、他都道府県との情報共有や技術協力等に

努める。 

（２）地域資源の活用による地域農業の振興の観点から、林業、水産業及び他産業の指

導機関（商工会議所等）との連携を図る。 

（３）県民の農業に関する理解を深めるため、行政、教育機関、農業団体等が実施する  
農業に関する教育に対し情報提供等の必要な協力を行う。 
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【その他、普及指導活動にかかる参考資料】 
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鳥取県普及職員研修基本計画

（普及指導員等人材育成計画）

（平成２８～３２年度）

平成２８年４月

鳥取県農林水産部農業振興戦略監とっとり農業戦略課
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鳥取県普及職員研修基本計画

平 成 ２ ８ ～ ３ ２ 年 度

作成日：平成２８年４月１日

１ 基本方針

農業・農村を取り巻く環境が急速に変化する中で、農業に意欲的に取り組む農業者に対

する技術や経営の改善への支援、地域農業の活性化や、農村生活の改善への支援等を行う

ためには、普及職員の技術・経営指導能力（専門能力）をはじめ、関係機関との連携のも

とに課題解決を図る総合指導能力（コーディネート能力）、総合的な課題解決能力（企画

運営能力）の向上が不可欠である。

この基本計画は、改良普及員（普及指導員）及び専門技術員（農業革新支援専門員）が

農業者等を支援していくために必要な普及職員の資質・能力（技術・知識等）向上対策を

充実し、将来にわたって人材の育成・確保を図ることを目的に、概ね今後５年間の計画と

して策定するものである。

２ 普及活動の目指すべき人材像

改良普及員は、農業者の意見・要望を十分に聴き取り、その中で問題を課題化し、関係

機関とも連携しながら解決していくことができる職員。自ら技術向上に努め、地域農業の

発展や農業経営改善に寄与する新技術導入や経営指導を行うことを基本として、関係機関

と連携してスペシャリスト機能とコーディネート機能を十分発揮する資質を持つ人材であ

る。

専門技術員は、行政機関や研究、教育機関等との連携により、効果的な普及指導活動に

取り組む職員。自らの知識や技能等を注いで、専門分野ごとの普及指導員の資質向上のた

めに普及指導活動の総括及び企画調整を行う。また、先進的な農業者等からの専門的な相

談に対応できる高度で幅広い専門知識と資質を持つ人材である。

３ 目指すべき人材像に求められる資質・能力

改良普及員及び専門技術員には、以下のような資質及び能力が必要である。

（１）農業者及び関係者との信頼関係を構築しようとする意識

（２）普及指導活動の手法（新規就農者から先進的な農業者に至るまでの多様な農業者に接

しコミュニケーションを図る手法、地域内外の幅広い関係者と連携を構築する手法及び

地域農業について将来の展望に基づいた戦略を立案する手法等）

（３）農業に関する必要な専門的生産技術・経営指導能力（スペシャリスト能力）

（４）農業現場で生じた問題等に対し、関係機関等との連携のもとに課題解決を図る能力

（コーディネート能力）

（５）総合的な課題解決能力（企画運営能力）

（６）普及活動の成果や新たな知見、正確な情報の農業者等への情報発信力

（７）より高度な普及活動展開のための自己啓発と、普及事業を継続的に行うための人材

育成能力
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４ 人材育成に向けた取組（研修）方針

自己研修及びＯＪＴ（On the job training）を基本に研修を充実・強化するとともに、
最新の情報通信技術（ＩＣＴ）等も効果的に活用しつつ、計画的に集合研修や国等が行う

研修への派遣を実施し、継続的に習得させる。

（１）農業改良普及所段階では、自己研修及びＯＪＴを基本とした研修を実施する。研修総

括担当者（次長等）及び農業改良普及（支）所長は普及職員の能力を的確に把握し、効

果的な研修が実施できるよう体制を強化する。これに対して専門技術員も総合的に支援

し、必要に応じて民間機関等も活用する。

また、若手改良普及員や普及経験の浅い職員に対して、現場での実際の活動を通じて

普及手法を体得させるために普及職員ＯＢ等の活用を試行的に導入する。

（２）県段階では、専門技術員が中心となって体系的な研修を実施する。共通的な必須研修

項目と普及職員個々で抱える課題、技術等の習得段階、緊急性等が異なることを考慮し

て、選択方式（県職員人材開発センターの研修を含む）とする。

（３）国の研修では、普及職員の計画的な参加を推進し、高度で先進的な技術、農政課題に

関する知識等の習得を図る。

５ 研修体系

（１）若手改良普及員（経験年数１～２年程度）の研修

～基礎能力の早期向上～

経験年数１年目の普及職員（新規採用者及び他機関から新たに配属となった者）に、

県庁、農業大学校等で、農業者等を支援するために必要な実践的な基礎技術の習得のた

めの研修を行う。また、試験場等で特技部門の技術習得を図るなど、早期に円滑かつ効

率的な活動ができるよう基礎的知識・技術を習得するための研修を行う。

経験年数２年程度の改良普及員（新規採用後２年目の者及び他機関から配属され普及

経験の浅い者）は新任期ＯＪＴとして、現地の調査研究課題をテーマに調査方法や普及

方法を実践しながら学ぶとともに、試験場等で特技部門の技術習得を図る。

また、若手改良普及員の指導力を早期に養成するため、農業改良普及所で新任期普及

員職場研修実施要領により重点的なＯＪＴを実施する。

《経験年数１年》

○実践的農業基礎技術（実践指導力）研修

農業大学校等において実践的技術修得を図る。併せて、専門技術員を中心に農

業並びに加工流通・農業労働の基礎技術・普及活動方法等の研修を行う。

・県農業の現状と課題及び普及方法研修 県庁等 ３日間

・農業経営基礎研修 農業大学校等 ７日間

・土壌診断研修 農業大学校等 ３日間

・病害虫診断研修 農業大学校等 ２日間

・鳥獣被害防止対策研修 農業大学校等 ２日間

・農業機械研修 農業大学校等 １日間

・新任普及員基礎技術向上研修 各試験場、各普及所１０日程度
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○新任期ＯＪＴ 農業改良普及所等 随時

（農業体験、ｅラーニング等）

（活動状況の交換・発表） 農業大学校等

●新規採用普及職員研修 農林水産研修所 ４日間

《経験年数２年程度》

○部門技術向上研修（特技部門の技術向上） 普及所現地及び試験場等２０日程度

○新任期ＯＪＴ 農業改良普及所等 随時

（農業体験、ｅラーニング等）

（活動状況の交換・発表） 農業大学校等

●ブロック提案型研修 中国四国農政局 ２日間

（若手普及員の資質向上研修）

（注）○は県、●は国、中国四国ブロック段階で実施する研修を示す。以下同じ。

（２）経験年数概ね３年以上の研修

・経験年数概ね３年以上：専門指導力強化研修

コーディネート能力（総合指導力）の向上研修

企画・運営能力の向上研修

ア 専門指導力強化研修

農業者、生産組織等の抱える技術的・経営的課題を適切に支援する上で必要な専門

的知識・技術、情報処理等の指導能力強化のための研修を行う。

○技術向上研修（農業、加工流通・農業労働）（選択方式）試験場等 ５日程度

農業者の支援上必要な課題等について専門技術員が研修メニューを作成し、年

間を通じ適切な時期に、試験場等の協力を得て行う。

○水田農業経営確立研修（選択方式） 農業大学校等 １日

○経営強化研修（選択方式） 農業大学校等 １０日

○情報処理研修（選択方式） 農業大学校等 １日

○農作業安全研修（選択方式） 農業大学校等 １日

○普及方法研修（選択方式） 農業大学校等 ４日

○流通マーケティング研修 県内外の流通・販売業者等 ３日間程度

担当地域の農産物の流通実態について、卸売市場から小売り・消費者まで情報

収集することを通じ、改良普及員の流通・マーケティングに関する知識を深め、

消費者ニーズに即応した農業者への技術・経営支援等、今後の普及指導活動に資

する。研修プランは受講者自らが作成する。

○ＯＪＴ 随時

●新任普及指導員研修（資格取得後） 農林水産研修所等 ３日間

●行政ニーズ対応研修 農林水産研修所等 ４日間

水田営農、ＧＡＰ導入、鳥獣被害防止対策、環境保全型農業、有機農業、

経営分析、新規就農支援、６次産業化推進支援、マーケティング 等

●民間企業等派遣研修 関東地区等 ５日間
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イ コーディネート能力（総合指導力）の向上研修

関係機関との連携のもとに地域の多様な技術的・経営的課題を解決するために必要

な知識・技術・手法等の習得を図るため、行政施策等に対応した地域の重要課題の解

決手法についての実践的な研修を行う。

○ＯＪＴ 農業改良普及所等 随時

○自己啓発研修 職員人材開発センター等 随時

●農政課題解決研修 農林水産研修所等 ４日間

（農村地域振興、農村地域マネジメント、農地集積・集約化支援 等）

ウ 企画・運営能力の向上研修

普及指導活動で直面する農業者や地域の抱える課題を具体的に取り上げ、これを解

決するための一連のプロセスを実践することを通じ、企画運営能力の向上を図る。

農業改良普及所においては、企画運営を目的としたケース・スタディ等の職場研修

を強化する。

○エキスパート養成研修 農業改良普及所 １年間

農業者を支援していく上で必要な普及員の得意分野を開発するため、自ら現場

で問題を発見し、研修プランを立案・実行することを通じて資質の向上を図る。

○改良普及職員研修会 県内 １日

鳥取県改良普及職員協議会と共催。

○トレーナー養成研修 職員人材開発センター等 １日

新任普及職員のトレーナーを養成するため、新任普及職員に対する具体的なト

レーニング法等について実践的な研修を行う。

○ＯＪＴ 農業改良普及所 随時

○自己啓発研修 職員人材開発センター等 随時

●専門指導力確立研修

（普及指導員実務能力習得研修） 農林水産研修所等 ３日間

●企画運営力強化研修 農林水産研修所等 ２日間

（普及指導センター所長研修）

（３）専門技術員（農業革新支援専門員）の研修

○自己啓発研修 職員人材開発センター等 随時

●新任農業革新支援専門員研修 農林水産研修所 ３日間

●農業革新支援専門員実務能力習得研修 農林水産研修所 ３日間

●普及活動課題解決技術習得支援研修 農林水産研修所等 ２日間
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（４）普及指導員資格の取得

改良普及員として必要な力を身につけるため、受験資格を有する改良普及員を対象に、

「普及指導員資格試験」の受験を推進し、有資格者の確保に努める。

○普及指導員資格試験対策講座 園芸試験場等 ８日程度

試験を突破するのに必要な、普及活動に関する知識や考え方の習得・醸成を行う。

６ 人材育成の推進体制

とっとり農業戦略課と農業改良普及（支）所は、普及職員の資質向上を図るため、連携

・役割分担して取り組む。国、民間等の提供する研修機会を有効活用する。

（１）とっとり農業戦略課の役割

地域農業の重要課題や普及指導員のニーズ等に即した研修を企画し、体系的かつ計画

的な集合研修を実施する。県段階での各種研修や調査研究の実施については、担当分野

ごとの専門技術員が中心となり、農業大学校、農業関係各試験場、関係各課等と連携し

て行う。

また、国段階の研修への普及指導員の派遣に際しては、研修の波及効率や成果等を鑑

み、所属長と協議し、研修テーマでの職務歴や職務内容及び日常活動での自己研鑽意欲

等に応じて派遣者を選定するとともに、研修後は集合研修等で研修成果の報告を行い、

専門分野ごとに情報を共有する。

（２）農業改良普及（支）所の役割

農業改良普及（支）所長は、各改良普及員の経験や指導力に応じて必要とする研修内

容を把握するとともに、受講できるよう誘導する。また、研修への参加促進や日常活動

での自己啓発の奨励等をとおして、資質向上と本人のやる気を促し、前向きな姿勢で実

践できる人材の育成に努める。

特に、日常の職務を通じて行うＯＪＴ研修では、トレーナーの設置等による育成体制

を整備するとともに、職場全体でも若手職員の早期育成が図れるよう配慮する。

なお、国等での研修成果・情報については、所内会議等において、積極的に職員相互

の情報共有に努める。
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７ 研修体系の概要

経験年数 １～2年程度 概ね3年以上

研修目標 基礎能力の早期向上

普及指導員資格の取得

専門能力の向上

普及所段階 新 任 期 O J T （職場研修） エ キ ス パ ー ト 養 成 研 修 コーディネート能力の向上

自 己 啓 発 研 修 企画運営能力の向上

ト レ ー ナ ー 養 成 研 修

（１年目）実践的農業基礎技術研修 水 田 農 業 経 営 確 立 研 修

・県農業の現状

・普及方法研修 経 営 強 化 研 修

・農業経営基礎研修 専門能力の向上

・土壌診断研修 情 報 処 理 研 修

・病害虫診断研修

県段階 ・鳥獣被害防止対策研修 農 作 業 安 全 研 修

・農業機械研修

・新任普及員基礎技術向上研修 流 通 マ ー ケ テ ィ ン グ 研 修

（２年目）部門技術向上研修 改 良 普 及 職 員 研 修 会 企画運営能力向上

普及指導員資格取得

（２年目）
ブ ロ ッ ク 提 案 型 研 修

（１年目）

新 任 採 用 普 及 職 員 研 修 新 任 普 及 指 導 員 研 修
（資格取得後３年以内）

行 政 ニ ー ズ 対 応 研 修 専門能力の向上

（水田営農、ＧＡＰ導入、環境保全型農
業、有機農業、経営分析、新規就農支
援、６次産業化、マーケティング等）

国段階 農 政 課 題 解 決 研 修
（農村地域振興、農地集積・集約化支
援）

専 門 指 導 力 確 立 研 修
（経験年数おおむね10～15年）

企 画 運 営 力 強 化 研 修
（新任普及所長）

企画運営能力の向上

O J T （ 職 場 研 修 ）

技 術 向 上 研 修

普 及 指 導 員 養 成 研 修

中国四国
ブロック

専門能力・コーディネート能力・企画運営能力の向上

コーディネート能力の向上
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新任期普及員職場研修実施要領

とっとり農業戦略課

平成２８年４月１日

１ 目的

複雑化・多様化する現地課題に対応するため、改良普及員（普及指導員）の資質向上は普

及組織の最も大きな課題である。このため、「協同農業普及事業の実施に関する方針」に基

づき「鳥取県普及職員研修基本（人材育成）計画」を定め、国・県段階での体系的な研修と

自己研鑽・ＯＪＴを合わせ必要な指導能力を習得することとしている。

特に新任期には重点的に集合研修を実施してきたが、近年「専門能力」、「コーディネート

能力」、それらを組み合わせた「現場対応能力」の早期習得のため、ＯＪＴの比重を高める

方向となっている。一方で、ＯＪＴの内容や方法は普及（支）所や実施年等により異なって

いるのが現状である。

そこで、各普及（支）所での効果的かつ一定の水準を確保したＯＪＴ実施のため、新任期

の普及員に対するＯＪＴの進め方を定めるものとする。

２ 研修の対象

本研修の対象者は、鳥取県普及職員研修基本計画（普及指導員等人材育成計画）に定める

若手改良普及員（経験年数１～２年程度）とする。この内、他機関から新たに普及へ配属と

なった者の扱いは、普及（支）所長の判断によるものとする。

３ 実施の方法

１）研修体制

「新規採用職員育成の手引き」（鳥取県職員人材開発センター）に準ずるが、普及員の

養成は普及（支）所はもとより、関係部署全体の責務との認識を徹底する。

また、普及（支）所長を中心に育成側の役割分担の明確化や情報の共有化により、効果

的な支援が行える体制を整備する。

２）ＯＪＴ計画の策定

普及（支）所長は、（様式１）研修実施計画書により単年度ごとのＯＪＴ計画を策定す

るとともに、とっとり農業戦略課研究・普及推進室へ報告する。

研究・普及推進室は、目標の達成や研修の実施について必要な支援・助言を行う。

①育成目標の設定

採用初年度は、「新規採用職員育成の手引き」に準ずるが、改良普及員育成にふさわ

しい単年度目標を追加して設定する。

採用２年後には、別紙「習得基準（チェックシート）」が概ね達成できることを共通

の目標とする。
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②活動目標の設定

新任者は、当該年度に達成したい普及指導方法または専門技術（経営を含む）に関す

る目標を定める。

③基礎的な栽培（飼養）管理技能の習得

普及指導活動の基盤となる基礎技術の早期習得、農家実態の把握、コミュニケーショ

ン能力の養成等を促進するため、新任期の２カ年の中で担当分野の栽培(飼養）管理の

１サイクルを体験することをＯＪＴに組み込むものとする。

ア 実施場所：管内の指導農業士、生産部役員等で普及員養成に理解のある農家で実施さ

せてもらう。

イ 作 業：受け入れ農家の指導、了解のもとに実施する。基本的にトレーナーをはじ

めとする先輩普及員や専技等が同行する。

ウ 必要経費：指導農家への謝礼や管理に必要な消耗品代等は予算の範囲で対応する。

４ 進捗管理

普及（支）所長は、ＯＪＴ責任者としてＯＪＴ計画の円滑な実施について十分配慮する

とともに進捗管理を行う。

とっとり農業戦略課研究・普及推進室は、年度当初、年度中間期、１月にＯＪＴ計画、

その進捗、新任者の活動状況等を情報交換できる機会を設定する。また、必要に応じトレ

ーナー研修（会議）を開催する。

５ 研修の評価及び報告とその後の対応

新任者は２月をめどに、別紙「習得基準（チェックシート）」を使い自己チェックを行

う。それを元に普及（支）所長やＯＪＴ担当者と次年度の計画を検討する。

普及（支）所長は、（様式２）研修実施報告書とチェックシート及び「新規採用職員育

成の手引き」による新採ＯＪＴ計画達成状況報告書の打ち出しをとっとり農業戦略課研究

・普及推進室へ送付する。

とっとり農業戦略課研究・普及推進室は、関係専技と今後の支援方針を検討するととも

に普及（支）所長へ報告する。
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（様式１）

新任者職場研修実施計画書（平成 年度、 年目）

普及（支）所名：

研修受講者氏名：

トレーナー氏名：

１ 活動目標

１）

２）

２ 月別研修計画

月 主な研修事項 具体的な方法

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

３ 基礎技能の習得

１）作目、作型等 面積等実施規模

２）指導農家 氏 名

住 所 連絡先

３）実施期間 指導日数

（注：採用１年目の場合、人材開発センターによる新採ＯＪＴ計画書を添付する）
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（様式２）

新任者職場研修実施報告書（平成 年度、 年目）

普及（支）所名：

研修受講者氏名：

トレーナー氏名：

１ 活動目標達成状況

１）

２）

２ 研修実施概要

時期 実施項目 具体的な内容 助言・指導内容（指導助言者名）

（注：採用１年目は、人材開発センターによる新採ＯＪＴ計画達成状況報告書を添付する）
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